
鳥取市地元企業人材確保助成金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、鳥取市地元企業人材確保助成金（以下「本助成金」という。）の

交付について、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（交付目的）

第２条 本助成金は、市内の中小企業等が従業員を正規に雇用することを目的に、自社

の魅力を発信する PR 動画の作成など人材確保に係る経費の一部を助成することに
より、市内企業の広報を推進させるとともに、市内企業の人材確保と大学生等の市内

就職を促進することを目的として交付する。

（対象者）

第３条 本助成金の対象者となる者（以下「助成対象者」という。）は、鳥取市内に本

社又は支社が所在する事業者であって、次に掲げる条件を全て満たすものとする。

 ⑴ 次のいずれかに該当する者であること。

ア 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号のいずれかに

該当する中小企業者又は同条第５項に規定する小規模企業者

イ 社会福祉法人、医療福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公

益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合（農業協同組合、生活協同組

合、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく組合等）又は

有限責任事業組合（ＬＬＰ）

 ⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員でないこと。ま

た、暴力団と密接な関わりのある事業者でないこと。

 ⑶ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項及び第５項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、こ

れらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。

⑷ 本助成金の交付申請の日又は交付決定の日において、破産法（平成１６年法律第

７５号）による破産手続開始、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再

生手続開始又は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開

始の申立てがなされている事業者でないこと。

 ⑸ 本市の市税、下水道使用料及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。

 ⑹ 市内を主な勤務地とする新規学卒者等の採用予定があること。



（助成対象事業等）

第４条 本助成金の交付の対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）及び対象

となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、別表に掲げる事業及び経費とする。

２ 本助成金の交付は、１年度１事業者につき１回とする。

３ 助成対象事業は、本助成金の交付決定後に着手し、本助成金の交付決定があった日

の属する年度の末日までに完了しなければならない。

４ 助成対象経費について、消費税及び地方消費税は含まない。

（助成金の算定）

第５条 本助成金の額は、助成対象経費に４分の３を乗じた額（千円未満の端数は、切

り捨てる。）と次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額のいずれか低い額と

し、予算の範囲内で交付する。 

 (1) 鳥取市男女共同参画かがやき企業（鳥取市男女共同参画かがやき企業認定要綱

（平成２０年１０月１日制定）に基づき認定を受けた企業をいう。以下同じ。）

の認定を受けている事業者 ２０万円 

 ⑵ 前号以外の事業者 １０万円 

（交付申請）

第６条 規則第４条の申請書に添付すべき同条第１号、第２号及び第４号に定める書類

は、次に掲げるものとする。

 ⑴ 鳥取市地元企業人材確保実施計画書（様式第１号）

 ⑵ 企業の概要を明らかにする書類（パンフレット等概要がわかるもの）

 ⑶ 経費の金額を明らかにする書類（業者見積書等）

 ⑷ 助成対象事業に係る関係書類（事業の内容がわかるもの）

 ⑸ 市税等納付状況確認同意書（様式第２号）

 ⑹ 第５条第１号の適用を受けようとする場合は、鳥取市男女共同参画かがやき企業

認定証の写し 

 ⑺ その他市長が必要と認める書類 

 （承認を要しない変更）

第７条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、本助成金の増額以外の変更とす

る。



 （着手届を要しない場合）

第８条 本助成金の交付に係る事業は、規則第１０条第１項第３号の市長が別に定める

場合とし、同項に規定する着手届の提出を要しないものとする。

（実績報告）

第９条 規則第１２条に定める実績報告は、補助対象事業の完了後速やかに行わなけれ

ばならない。

２ 規則第１２条の実績報告書は様式第３号によるものとし、実績報告書に添付すべき

同条各号に規定する書類は、次の各号に掲げるものとする。

 ⑴ 助成対象経費の金額及び支払ったことが確認できる書類の写し

 ⑵ その他市長が必要と認める書類

（その他）

第１０条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、経済

観光部長が別に定める。

附 則 

この要綱は、平成２９年９月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成３０年６月１日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

 附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度の補助事業から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



別表１ 

助成対象事業 助成対象経費 備考

PR 動画作成

外 部 委 託

する場合 

委託料（シナリオライター費、取材・撮影

費等） 

活用は、令和５

年度まで実施

していた「鳥取

市地元企業就

職ＰＲ動画作

成助成金」を含

め１回限り 

自 社 作 成

する場合 

① 撮影機材等に係るレンタル料 

② 動画編集等ソフトウェア購入費用 

③ 撮影及び動画データの保存に必要な消

耗品及び資材の購入費用  

④ 著作権料（動画に効果音又はＢＧＭを

加える場合など。ただし、助成対象事業

終了後も継続して利用できるものに限

る。） 

⑤ 謝金又は委託料（動画にナレーション

や字幕を加える場合や、企業紹介を行

うレポーター等を外部の企業又は個人

に依頼する場合）

就職イベント参加事業 

① 企業説明会等（オンライン形式含む。）

への出展費・参加費 

② 交通費（公共交通機関の場合は、最も合

理的な経路の運賃を上限とし、グリー

ン席及びビジネスクラス以上の料金又

は当該料金に相当する額を除く。車の

場合は1キロメートルにつき25円とす

る。（職員等の旅費の支給に関する規則

（昭和４６年鳥取市規則第９号）の規

定に準ずる。） 

③ 高速道路使用料 

④ 宿泊費（１人１泊当たりの限度額は別

表２のとおりとする。） 

活用は、各年度

１回とし、最大

３回まで 

就職情報サイトへの掲載 就職情報サイトの掲載料 

採用コンサルティング事

業 

委託料（採用戦略、選考体制、内定者のフ

ォロー構築等） 

※上記に掲げる事業に応じた費用とし、消費税及び地方消費税は含まない。



別表２ 

福島県、山口県 ９，０００円

岩手県、山形県、石川県、福井県、徳島県 １０，０００円

秋田県、茨城県、栃木県、富山県、滋賀県、和歌山県、 

佐賀県、大分県、宮崎県、鹿児島県 

１１，０００円

青森県、宮城県、群馬県、静岡県、愛知県、三重県、 

奈良県、島根県、愛媛県、高知県、沖縄県 

１２，０００円

山梨県、長野県、岐阜県、長崎県  １３，０００円

岡山県、広島県、熊本県 １４，０００円

北海道、香川県 １５，０００円

埼玉県、神奈川県、新潟県、大阪府 １６，０００円

千葉県、兵庫県、福岡県 １７，０００円

京都府 ２０，０００円

東京都 ２１，０００円


